
他人事、じゃない
高齢者虐待

佐倉市役所高齢者福祉課（R８.２）
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虐待の早期発見

【高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第５条より】
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●養介護施設
●病院
●保健所
●高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者
●医師
●保健師
●弁護士
●高齢者の福祉に職務上関係のある者

→高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、
高齢者虐待の早期発見に努めなければならない



～養護者による虐待～
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養護者による虐待 ～通報義務～4



養護者による虐待 ～通報義務～
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■養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、

① 高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、速や
かに市町村に通報しなければならない。

→（通報義務）

② 生命または身体に重大な危険が生じている場合以外は、市町村に
通報するよう努めなければならない。

→（努力義務）

【高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第７条より】

※通報者の秘密は守られます。



養護者による虐待 ～こんな時にはご相談～

叩く、怒鳴る、脅すだけではありません

• 医療機関の判断を無視した、リハビリの強要

• 必要な医療や福祉のサービスを家族が拒否

• 身体や着衣、室内が常に不衛生

• 室内への閉じ込め、家からの締め出し

• 年金がある筈なのにサービス利用料未納が続く

• その他、心配な状況があればお早めに……
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養護者による虐待 ～通報窓口～
佐倉市役所高齢者福祉課
包括支援班

佐倉市海隣寺町97番地
０４３－４８４－６１３８

佐倉地域包括支援センター 佐倉市宮前3丁目12-1
０４３－４８-８－５１５１

臼井・千代田地域包括
支援センター

佐倉市王子台1丁目23番地 ﾚｲｸﾋﾟｱｳｽｲ３階
０４３－４８８－３７３１

志津北部地域包括支援センター 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘6丁目12-3 ｲｵﾝﾀｳﾝﾕｰｶﾘが丘東街区1階
０４３－４６２－９５３１

志津南部地域包括支援センター 佐倉市上志津1672-7志津市民プラザ１階
０４３－４６０－７７００

南部地域包括支援センター
（根郷・和田・弥富地区）

佐倉市大篠塚1587
０４３－４８３－５５２０
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■市が地域包括支援センターと協力して調査し、虐待の有無を判断します。
■調査や支援の過程で、皆様に協力をお願いすることがあります。



～養介護施設従事者等による虐待～
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他人事ではありません
「養介護施設従事者等」の定義

養介護施設 養介護事業 養介護施設従事者等

老人福祉法
による規定

・老人福祉施設
・有料老人ホーム

・老人居宅生活支援事業

「養介護施設」
または

「養介護事業」
の業務に従事する者

（※）

介護保険法
による規定

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型

介護老人福祉施設
・地域包括支援センター

・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業
・居宅介護支援事業
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防

サービス事業
・介護予防支援事業

※業務に従事する者とは、直接介護サービスを提供しない者（施設長、事務職員等）や、

介護職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含みます。（高齢者虐待防止法第2条）
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養介護施設従事者等による虐待
10



養介護施設従事者等による虐待
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養介護施設従事者等による虐待 ～通報義務～

【高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第２

１条】
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Ａ 養介護施設従事者等は、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を
発見した場合は速やかにこれを市町村に通報しなければならない。
→養介護施設従事者等が虐待を発見した場合は通報義務が課せら

れています！
Ｂ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者
を発見し、重大な危険が生じている場合には、速やかにこれを市町
村に報告しなければならない。

→（通報義務）
Ｃ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者
を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するよう努めなけ
ればならない。

→（努力義務）



養介護施設従事者等による虐待
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養介護施設従事者等による虐待

【通報・相談窓口】

佐倉市役所福祉部高齢者福祉課 包括支援班

佐倉市海隣寺町９７番地

０４３－４８４－６１３８
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■虐待の有無の判断は、市が行います。
■通報内容を踏まえて必要な調査等を行い、虐待発生の
要因確認と、再発防止のための体制整備について助言や
改善指導等を行います。



養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に向けて

施設従事者による虐待の発生要因【令和６年度 厚生労働省調査結果】
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内容 件数 割合

虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意欲の不足 926 75.9％

職員の倫理観・理念の欠如 785 64.3％

職員のストレス・感情コントロール 763 62.5％

職員の性格や資質の問題 756 62.0％

高齢者介護や認知症ケア等に関する知識・技術不足 717 58.8％
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